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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成28年6月2日(2016.6.2)

【公開番号】特開2015-46240(P2015-46240A)
【公開日】平成27年3月12日(2015.3.12)
【年通号数】公開・登録公報2015-016
【出願番号】特願2013-175352(P2013-175352)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｒ  27/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｒ  13/64     (2006.01)
   Ｈ０１Ｒ  24/60     (2011.01)
   Ｈ０１Ｒ  13/648    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｒ   27/00     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｒ   13/64     　　　　
   Ｈ０１Ｒ   24/60     　　　　
   Ｈ０１Ｒ   13/648    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年4月8日(2016.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　請求項４又は請求項５記載のＵＳＢレセプタクルであって、
　前記ピン保持部は、前記ピッチ方向と直交する垂直面内に延びる溝であり、
　前記被保持部と前記バネ部とは、前記垂直面内に延びており、且つ、前記ピッチ方向に
おいて前記ピン保持部よりもサイズの小さいものであり、
　前記検知ピンには、前記被保持部を前記ピン保持部の内壁に押し付けるダボが形成され
ている
ＵＳＢレセプタクル。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明は、第６のＵＳＢレセプタクルとして、第４又は第５のＵＳＢレセプタク
ルであって、
　前記ピン保持部は、前記ピッチ方向と直交する垂直面内に延びる溝であり、
　前記被保持部と前記バネ部とは、前記垂直面内に延びており、且つ、前記ピッチ方向に
おいて前記ピン保持部よりもサイズの小さいものであり、
　前記検知ピンには、前記被保持部を前記ピン保持部の内壁に押し付けるダボが形成され
ている
ＵＳＢレセプタクルを提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態によるＵＳＢレセプタクルを示す斜視図である。ここで、Ｕ
ＳＢレセプタクルは回路基板に取り付けられている。
【図２】図１のＵＳＢレセプタクルを示す斜視図である。
【図３】図２のＵＳＢレセプタクルを示す上面図である。
【図４】図２のＵＳＢレセプタクルを示す正面図である。
【図５】図２のＵＳＢレセプタクルを示す側面図である。
【図６】図２のＵＳＢレセプタクルと嵌合可能な標準ＵＳＢプラグを示す斜視図である。
【図７】図２のＵＳＢレセプタクルと嵌合可能な特殊ＵＳＢプラグの特殊シェルの近傍を
示す斜視図である。
【図８】図７の特殊ＵＳＢプラグの変形例を示す斜視図である。
【図９】図２のＵＳＢレセプタクルのコネクタ本体を示す斜視図である。
【図１０】図９のコネクタ本体を示す斜視図である。ここで、第１検知ピン及び第２検知
ピンはコネクタ本体から分離されている。
【図１１】図９のコネクタ本体を示す上面図である。
【図１２】図１１のコネクタ本体の第１検知ピンの近傍（図１１において破線Ａで囲まれ
た部分）を示す上面図である。
【図１３】図９のコネクタ本体を示す正面図である。
【図１４】図１３のコネクタ本体の第１検知ピンの近傍（図１３において破線Ｂで囲まれ
た部分）を示す正面図である。
【図１５】図９のコネクタ本体を示す側面図である。
【図１６】図９のコネクタ本体の第１検知ピンを示す斜視図である。
【図１７】図１６の第１検知ピンを示す他の斜視図である。
【図１８】図１６の第１検知ピンを示す上面図である。
【図１９】図２のＵＳＢレセプタクルと図７の特殊ＵＳＢプラグとを示す側面図である。
ここで、ＵＳＢレセプタクル及び特殊ＵＳＢプラグは未嵌合状態にある。
【図２０】図１９のＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグとを示す側面図である。ここ
で、ＵＳＢレセプタクル及び特殊ＵＳＢプラグは嵌合状態にある。
【図２１】図２０のＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグの特殊シェルとを示す側面図
である。ここで、ＵＳＢレセプタクルのシェルを描画していない。
【図２２】図２１のＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグの特殊シェルとを示す斜視図
である。ここで、ＵＳＢレセプタクル及び特殊ＵＳＢプラグは未嵌合状態にある。
【図２３】図２２のＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグの特殊シェルとを示す上面図
である。ここで、特殊シェルに覆われた標準保持部材の輪郭と識別部の側面の輪郭とを破
線で描画している。
【図２４】図２１のＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグの特殊シェルとを示す斜視図
である。
【図２５】図２４のＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグの特殊シェルとを示す上面図
である。ここで、特殊シェルの一部を描画していない。
【図２６】図２５のＵＳＢレセプタクルの第２検知ピンの近傍（図２５において破線Ｃで
囲まれた部分）を示す上面図である。
【図２７】特許文献１のＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグとを示す斜視図である。
ここで、ＵＳＢレセプタクル及び特殊ＵＳＢプラグは未嵌合状態にある。
【図２８】特許文献１のＵＳＢレセプタクルと特殊ＵＳＢプラグとを示す斜視図である。
ここで、ＵＳＢレセプタクル及び特殊ＵＳＢプラグは嵌合途中状態にある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　ピン保持部１６２は、Ｘ方向と直交する方向に延びる溝である。詳しくは、ピン保持部
１６２は、Ｘ方向と直交する垂直面（ＹＺ平面）内を延びつつ、Ｚ方向において側部１６
０を部分的に貫通している。即ち、ピン保持部１６２の一部は、保持部材１５０の底面ま
で延びている。
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